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※町公式ホームページにも掲載しています。

基準値 公園町水系 鎌田水系 伊野南 上八川 長 沢

一般細菌 100個／ｍL以下 1未満 1未満 1未満 0 0

大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

塩化物イオン 200㎎/L以下 2.0 2.6 3.6 1.6 2.9

有機物 3㎎/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.3未満 0.3未満

ｐH 5.8以上8.6以下 7.4 6.8 6.9 8.0 7.4

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 5度以下 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 2度以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.1未満 0.1未満

※検査機関によって結果の表記に違いがありますが、全ての地点で水質基準を満たしています。

いの町上水道水質検査結果平成30年12月分

水道料金の改定について

　このような状況を踏まえ、本町では平成11年以来20年ぶりに、現行の基本料金と超過料金をそれぞれ約

30％増額改定することといたしました。

　改定後は、一般的な家庭の場合（口径13㎜で使用水量20㎥／月と仮定）月額1,825円が月額2,370円となり、

545円の増額となります。（メーター使用料・消費税含む）

　改定時期は、平成31年５月検針分（６月請求分）からの改定となります。

　今後も引き続き一層の経営努力を行ってまいりますが、水道水の安定供給、耐震化等の取り組みを進めるた

めに必要な改定となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

基本水量
基　本　料　金

超過水量
超過料金（１㎥につき）

現　行 改定後 増額分 現　行 改定後 増額分

一般用 ～ ８㎥まで ４８０円 ６２５円 １４５円増  ９㎥～ 　９５円 １２５円 ３０円増

営業用 ～10㎥まで ６５０円 ８４５円 １９５円増 11㎥～ １０５円 １３５円 ３０円増

※消費税抜き

メーター使用料（１ケ月）

口径１３㎜ ７０円 口径２０㎜ １２０円 口径２５㎜ １４０円 口径３０㎜ ２２０円

口径４０㎜ ３００円 口径５０㎜ １，２００円 口径７５㎜ １，５００円
※メーター使用料は変更ありません

水道料金計算例

一般用口径13㎜で１ケ月20㎥使用した場合

現行料金と改定後料金の比較表

（一般用口径13㎜・１ケ月あたり）

計算式
（基本料金＋超過料金＋メーター使用料）＋消費税＝水道料金

基本料金　８㎥まで ６２５円

超過料金　８㎥を超え20㎥まで

 （20㎥−８㎥）×１２５円＝１，５００円

メーター使用料 ７０円

   　　計 ２，１９５円

消費税（８％） １７５円

  　  水道料金　　合　計 ２，３７０円

※メーター使用料・消費税含む

使用水量 現　行 改定後 増額分

～８㎥まで
（基本水量内）

５９４円 ７５０円 １５６円増

１０㎥   ７９９円 １，０２０円 ２２１円増

２０㎥ １，８２５円 ２，３７０円 ５４５円増

３０㎥ ２，８５１円 ３，７２０円 ８６９円増

４０㎥ ３，８７７円 ５，０７０円 １，１９３円増

５０㎥ ４，９０３円 ６，４２０円 １，５１７円増
※消費税については、平成31年11月検針分（12月請求分）から
　10％になります。


